






























要約:大阪府立母子保健総合医療センタ-(以下「当センター」と略す)院内出生双生児(以

下「院内出生例」と略す)と新生児搬送双生児(以下「新生児搬送例」と略す)と発達障害

双生児(以下「発達障害例」と略す)との 3群について退院後の予後と養育問題を比較分析

した。 「新生児搬送例」は、養育問題やフォロー中断が多いのにも関わらず心理社会的

背景についての情報が乏しい。 「発達障害例」は、親の育児負担や経済負担が、よりー

層大きい。 「発達障害例」の養育においては、(1)低出生体重児が多く、特有の育て難さ

があり、双生児間に発育発達の差がある。このような 2人の育児を同時にこなしていかな

ければならず育児負担が大きい。(2)母親は、最小限の必須育児に忙殺され、障害児とし

ての訓練・療育が充分に出来ず、きょうだいへの関わりが乏しい現状がある。(8)医療機

関受診や訓練・療育の負担が大きい。(4)双生児他児やきょうだいの保育の保障が必要で

ある。(5)育児の主担者である母親に心身共の負担が課せられている。(6)経済的負担があ

る。これらの過大な育児負担が、2 次的問題をおこす要因となる。母親の健康阻害、育児

援助者の健康阻害、夫婦不和、家庭不和、きょうだいの情緒不安などがあらわれ、危機的

状態を招き、ひいては虐待問題をおこしかねない。 「発達障害例」への保健所保健婦の

関わりは、発達障害が診断された頃に関わる頻度が多くなり、地域の訓練・養育機関・保

育所・児童相談所などの福祉関係者と連携し育児支援を行っている。しかしながら双生児

発達障害児への公的支援制度は無く、親や親族の熱意や努力にまかせられている現状であ

る。


